
　学校と地域の連携・協働により、
　　　　　　子どもたち一人ひとりの
　　　　　　　　「やりたい」の実現を目指して

小学生
・中学生と保護者のみなさまへ

休日（土・日・祝） 平日（主に放課後）

（例）
▪認定地域クラブ活動
▪民間スポーツチーム　
▪習い事　等

令和８年９月から
休日の学校部活動が

変わります

学校部活動はありません。
 
▪こどもたちは、自分のやりた
　い活動を選択します。

学校部活動はあります。
　　　（学校の実情に応じて行われます）
▪こどもたちは、学校部活動や
　自分のやりたい活動を選択します。
（例）
▪学校部活動
▪認定地域クラブ活動
▪民間スポーツチーム
▪習い事　等

〇国や県の方針に基づき、令和８年度から、休日の学校部活動に教職員の

　立場では従事することがなくなります。

丹波市の学校部活動の現状 認定地域クラブ活動へ

▪生徒数の減少、入部率の低下
　↓
▪部活動種目の減少（廃部増加）
▪他校と合同部活動の増加

▪こどものニーズにあった活動
　を提供
▪こどもと地域住民の交流増
　　（地域の活性化）

①　どのように変わるの？

②　なぜ変わるの？
年々厳しくなる



　（スポーツ・芸術文化活動）

休日 学校部活動

位置づけ

0795-70-0811
お問合せ　丹波市教育委員会事務局学校教育課指導係（部活動地域展開担当）

kyouiku-gakkoukyouiku@city.tamba.lg.jp

③　どう違うの？

④　どのように変わっていくの？

▪学校教育 ▪社会教育

参 加 者 ▪所属校の生徒 ▪市内の中学生
　（校区を越えて参加できます）

指 導 者 ▪教職員、部活動指導員 ▪地域の指導者

活動場所 ▪所属する学校施設 ▪学校施設、社会教育施設
▪公共のスポーツ・文化施設

（教育課程外）

R8 R10 R11 R12 R13 R14～

改革実行期間（前期） 改革実行期間（後期）
平日の地域展開を準備休日の地域展開に着手

R9R7

認定地域クラブ活動

平日 学校部活動
認定地域クラブ活動（できるところから）

（できるところから）

認定地域
クラブ活動

国の
ガイドライン

※現時点での予定

平日も地域展開
を実施

活動費用

けがの補償

▪個人用具、交通費等の実費 ▪個人用具、交通費等の実費
▪地域クラブの会費

▪スポーツ振興センターの保険 ▪認定地域クラブが加入する保険

学校部活動 認定地域クラブ活動

　詳しくは、丹波市ホームページ（学校教育課）に「丹波市における中学校部
活動の地域移行（展開）基本方針」、「丹波市部活動地域移行（展開）に係るQ
＆A」等、関係文書を掲載していますので、ご覧ください。

大会参加 ▪R８年８月末までは、学校部
　活動として参加

▪R８年９月以降は、原則、認定
　地域クラブから参加


